
【２】世帯 【２】世帯 （変更）

2015年農林業センサス調査票（案）

2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

2010年農林業センサス調査票 変更内容

　統計結果の更なる利活用の向
上に向け、農林業センサスで
は、同一経営体における属性情
報（性別、満年齢の推移）を参
考に、５年間の世帯員の接続を
図り、就農状態の変化などを分
析する手法を検討しているとこ
ろである。
　今後、同様に、国勢調査結果
との接続を行うことも想定され
るため、満年齢については、国
勢調査と同様に生年月の把握へ
変更する。

資料４

世帯主

世帯員１

出生の年月

年 月

1

出生の年月

該当する元号に○を記入し
出生の年月を記入してください。

③

平成

元号

明治 大正 昭和

2 3 4

２　満15歳以上の世帯員（平成12年１月31日以前に生まれた方）について記入してください。

世帯員３

世帯員４

世帯員５

世帯員２

世帯員１

世帯員６

世帯員７

1 2 3 4

4

2 3 4

1 2 3 4

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4

1

1 2 3 4

1



2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

【２】世帯 【２】世帯 （追加）

　「食料・農業・農村基本計
画」（平成22年３月閣議決定）
においても、農村を支える女性
への支援については重要施策と
なっている。
　そのため、広く経営方針の決
定に関わる者についての属性を
把握することで、経営に積極的
に関わる女性農業者の状況やそ
の有無による経営展開の動向等
は、今後の施策展開に必要なこ
とから、当該項目を追加。

2015年農林業センサス調査票（案） 2010年農林業センサス調査票 変更内容

２　満15歳以上の世帯員（平成12年１月31日以前に生まれた方）について記入してください。

⑦

農業経営または
林業経営の

○
経
営
の
後
継
者
で
あ
る

○
○

(

予
定
を
含
む

)

○
経
営
主
で
あ
る

○

○

経
営
主
と
と
も
に

○

○
○

経
営
方
針
の
決
定

○

○
○
○

に
関
わ

っ
て
い
る

該当する方必
ず

世帯員３

世帯員４

世帯員５

世帯員２

世帯主

世帯員１

世帯員６

世帯員７

1

1

す
べ
て
に

○

１
人
に
○

1 1 1

ず
１
人
に
○

11 1

1 1 1

11 1

1

1 1

1

11 1

1 1 1
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2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

【３】農業経営の内部労働力 【３】農業労働力 （変更）

　１世帯で複数の経営をしてい
る場合、従来は経営ごとに調査
票を分けて把握していたが、調
査者負担に鑑み、便宜的に１枚
の調査票で当該経営全体を把握
するよう変更している。
　そのため、世帯内に複数の経
営を有している場合の内部労働
力については【２】世帯の欄で
把握することとし、当該項目は
それを除く組織経営に限定した
項目とするよう変更。

変更内容2015年農林業センサス調査票（案） 2010年農林業センサス調査票

【 ３ 】 農業経営の内部労働力

３経営の責任者・役員・構成員のうち、過去１年間に農業経
営に従事した人について、従事日数別に実人数を記入してく
ださい。

男 女

実人数（人） 実人数（人）

30 ～ 59 日 303 304

１ ～ 29 日 301 302

組織経営の方のみ記入してください。

308

60 ～ 99 日 305 306

100 ～ 149 日 307

150 ～ 199 日 309 310

250 日 以 上 313 314

311200 ～ 249 日 312

計 315 316

注：常雇い、臨時雇いの労働力は含みません。
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2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

【４】農業経営の雇用 【３】農業労働力 （追加）

2010年農林業センサス調査票 変更内容2015年農林業センサス調査票（案）

　「食料・農業・農村基本計
画」においても、地域における
雇用創出や雇用される形での就
農の推進を図るとしており、雇
用労働の詳細把握は産業として
の農業がどれだけの雇用を生ん
でいるか、また雇用を創出する
経営とはどのような経営なのか
を把握し、今後の施策を検討す
る上で必要なことから追加。

１　常雇い

女 319 320

　　過去１年間に農業経営のために常雇いした人（あらか
　じめ７か月以上の契約で雇った人）について、実人数と
　従事日数を記入してください。

実人数（人） 従事日数の合計（人日）

男 317 318

該当する年齢別の実人数を記入してください。

a45～64歳 327 328

326

a24歳以下 323 324

男 女

実人数（人） 実人数（人）

a25～44歳 325
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2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

【６】販売を目的とした農産物の生産 【６】農産物の生産 （一部変更）

変更内容2015年農林業センサス調査票（案） 2010年農林業センサス調査票

○東日本大震災を踏まえ、不測
の事態において農林業センサス
が果たすべき情報インフラとし
ての機能強化に向け、農産物の
生産状況を詳細に把握する必要
があること、また、激甚災害の
発動基準として使用される生産
農業所得統計（農林水産省で作
成する加工統計）の精度向上に
も資することから、従来の、作
付け（栽培）した品目の有無を
把握する方法から、品目ごとの
面積把握に変更する。

(反）

こんにゃくいも 523

茶 521

て ん さ い
（ ビ ー ト ）

522

た　ば　こ 520

工
芸
農
作
物

さ と う き び 519

(町） (畝）

１　過去１年間に、販売を目的として作付け（栽培）したのべ面積（けい畔は含めません。）を記入してください。
　　（はじめから販売を目的とせず、自給用に作付けた（栽培した）面積は含めないでください。）

その他の工芸農作物 524

こんにゃくいも 523

注：「その他の工芸農作物」には、なたね、いぐさ、ホップ、ごま、
：ラベンダー、薬用作物などの合計を記入してください。
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2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

【６】販売を目的とした農産物の生産 【６】農産物の生産 （一部変更）

2015年農林業センサス調査票（案） 2010年農林業センサス調査票 変更内容

○東日本大震災を踏まえ、不測
の事態において農林業センサス
が果たすべき情報インフラとし
ての機能強化に向け、農産物の
生産状況を詳細に把握する必要
があること、また、激甚災害の
発動基準として使用される生産
農業所得統計（農林水産省で作
成する加工統計）の精度向上に
も資することから、従来の、作
付け（栽培）した品目の有無を
把握する方法から、品目ごとの
面積把握に変更する。

なお、野菜類については、調550ね　ぎ 549

レ タ ス 547

546ほうれんそう 545

キャベツ 543 544

葉
茎
菜
類

はくさい 541 542

548

540

根
菜
類

だいこん

538

にんじん 536

(町） (反） (畝）

533

535

さといも 537

やまのいも
（ながいもなど）

539

534

露地作のべ面積 施設作のべ面積
(ha)

㎡(畝）
(a) (a）野菜類

なお、野菜類に いては、調
査者負担を踏まえ、指定野菜及
び特定野菜のうち生産農業所得
に影響の強い生産額の高い品目
に限定した。

　

(反）

566

570

568す い か 567

569

メ ロ ン

その他の野菜

注：「その他の野菜」には、「もやし」、「えだまめ」、「スイート
コーン」、「ごぼう」、「にら」、「かぼちゃ」、「アスパラガス」など
該当しなかった野菜の合計を記入してください。

563い ち ご
果
実
的
野
菜

565

564

ピーマン 561

ト マ ト 559 560

562

558な　す 557
果
菜
類

きゅうり 555 556

たまねぎ 551

(町） (畝） (畝） ㎡

554

552

ブロッコリー 553

ね ぎ
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2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

【６】販売を目的とした農産物の生産 【６】農産物の生産 （一部変更）

2015年農林業センサス調査票（案）

　花き類については、さらに詳
細な類別の栽培の有無を把握す
る利活用に乏しいことから、調
査対象者の負担軽減に鑑み、花
き類として統合するよう変更。
　

2010年農林業センサス調査票 変更内容

露地作のべ面積 施設作のべ面積

(町） (反） (畝）
(ha) (a)

㎡

652花　き 651

(a）

653

注：花き苗、花木苗を含みます。

654

(畝）

花　木

花き・花木類
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2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

【６】販売を目的とした農産物の生産 【６】農産物の生産 （一部変更）

○東日本大震災を踏まえ、不測
の事態において農林業センサス
が果たすべき情報インフラとし
ての機能強化に向け、農産物の
生産状況を詳細に把握する必要
があること、また、激甚災害の
発動基準として使用される生産
農業所得統計（農林水産省で作
成する加工統計）の精度向上に
も資することから、従来の、作
付け（栽培）した品目の有無を
把握する方法から、品目ごとの
面積把握に変更する。

2015年農林業センサス調査票（案） 2010年農林業センサス調査票 変更内容

(町） (反） (畝） (畝）

露地作のべ面積 施設作のべ面積
(ha) (a) (a）

㎡

その他の
かんきつ

605

温州みかん 603

り ん ご 607

604

608

606

609

611

610ぶ ど う

614

612日本なし

西洋なし 613

616も も 615

果樹類

616も　も 615

618おうとう 617

び　わ

622

626

619

621

620

か　き

624く　 り 623

う　め

す も も

キウイフルーツ

625

628627

629

632

630

パインアップル 631

634その他の果樹 633
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2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

【９】過去１年間の農産物の販売 【９】農産物の販売 （追加）

2015年農林業センサス調査票（案） 2010年農林業センサス調査票 変更内容

農政の柱である【農業・農村
の６次産業化】の進展を把握す
る「農業・農村の６次産業化総
合調査」の母集団整備に必要な
ことから、「うち、自営の農産
物直売所」を追加。あああああ
あ あ あ あ あ あ あ あ

762

1

2

3

4

5

6

農 協 へ

出荷先

1

1

1

1

1

1

食品製造業・外食産業へ

消 費 者 に 直 接 販 売

756

758

754

755
該
当
す
る
す
べ
て

う
ち
売
上
１
位
の

（
１
つ
を
○

753

農協以外の出荷団体へ

卸 売 市 場 へ

小 売 業 者 へ

757

３　農産物を販売したすべての出荷先を○で記入し、そのうち、
　最も売上高が高かった出荷先を１つ○で記入してください。

注：「消費者に直接販売」には自ら生産した農畜産物又はそれを
　使用した加工品を消費者に販売しているものが該当します。

7そ の 他 へ

1

1

1

うち、自営の農産物直売所で

う ち 、 イ ン タ ー ネ ッ ト で

消 費 者 直 接 販 売て
に
○

出
荷
先

）
759

760

761
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2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

【11】農業経営の特徴 【８】農業経営の特徴 （追加）

　農政の柱である【農業・農村
の６次産業化】の進展を把握す
る「農業・農村の６次産業化総
合調査」の母集団整備に必要な
ことから、農業生産関連事業に
よる売上金額及び事業ごとの割
合把握を追加。

2015年農林業センサス調査票（案） 2010年農林業センサス調査票 変更内容

　該当するものすべてに必ず○を記入してください。

１○農業生産に関連した事業を行っていますか。

836 6

貸農園・体験農園等 837 7

行っていない 831 1

行

っ
て
い
る
す
べ
て
の
事
業
に
○

農産物の加工 832 2

観 光 農 園 833 3

農家レストラン 835

そ　の　他

農 家 民 宿 834 4

838 8

5

海外への輸出

注：「農産物の加工」には、自家用分の
　加工を含めません。

4

売 上 金 額 な し

未  満 2

100 ～ 500万円未満

1

100 万  円

～ 1,000万円未満

5,000

注：複数の農家で関連事業を経営している場合は、
　持ち分に応じた売上金額に○を記入してください。

農 家 民 宿 844

1 0 億  円 以  上 8

～ １ 億 円 未満 6

1 ～ 10 億 円 未満 7

1,000 ～ 5,000万円未満 5

500

そ　の　他 848

貸農園・体験農園等 847

845

海外への輸出 846

841

２　過去１年間の農業生産に関連した売上金額の合計について、該当する
　もの１つに○を記入し、それぞれの売上金額の割合を記入してください。

農家レストラン

観 光 農 園 843

合計に占める割合 割

農産物の加工 842

売上合計金額

3

関連した事業を行った方のみ記入してください。
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2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

【11】農業経営の特徴 【６】農産物の生産 （追加）

2010年農林業センサス調査票 変更内容

　農地法の改正（平成21年12月
15日施行）により、農業生産法
人の出資にかかる要件が緩和さ
れたことを受け、農業と異業種
との連携は、今後、さらに加速
するものと思われる。
　当該項目は、2010年農林業セ
ンサスにおいて初めて設定した
ところであるが、調査項目とし
て明示した業種以外の「その
他」との連携が過半を占めてお
り、実態を把握する必要がある
ことから、提供先の産業を細分
化。

2015年農林業センサス調査票（案）

農事組合法人、会社法人の方のみ記入してください。

４○農業経営について、農業以外の業種から資本金・出資金の提供を受けていますか。
  該当するものすべてに○を記入してください。

提供を受けていない 861 1

提
供
を
受
け

建 設 業 ま た は 運 輸 業 か ら 862 1

飲食料品
関連の

製造業・サービス業から 863 1

卸売り・小売業から 864 1
け
て
い
る
も
の
に
○

866 1

医 療 ・ 福 祉 ・ 教 育 関 連 か ら 867 1

そ の 他 か ら 868 1

卸売り 小売業から

飲食料品
関連以外の

製　造　業　か　ら 865 1

卸売り・小売業から

注：構成員からの出資や融資は含みません。
：また農協や市区町村からの出資は含めない
：でください。
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2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

【12】林業作業 （追加）

2015年農林業センサス調査票（案） 2010年農林業センサス調査票 変更内容

　山林の施業及び管理（保護）
の一連を受委託（森林経営の受
委託））した面積は、「森林・
林業基本計画」（平成23年７月
閣議決定）の重要な課題の一つ
である効率的かつ安定的な林業
経営に向けた施業集約化の進捗
状況を把握する重要な項目であ
り、平成24年４月に創設された
山林相続税の納税猶予制度の見
直しにも必要であることから、
当該項目を追加。

注：「一連の作業（管理を含む）を一括して他にまかせて
　いる山林」とは、林業経営を委託しているもので、地上権
　を設定している山林、林業作業の委託（請け負わせ）して
　いる山林は含みません。

１　【５】の保有山林のうち、一連の作業（管理を含む）
　を一括して他にまかせている山林面積を記入して
　ください。

911

まかせている山林面積
(ha） (a）
(町） (反） (畝）

注：「一連の作業（管理を含む）を一括して他からまかさ
　れている山林」とは、林業経営を受託しているもので、
　地上権の設定をした山林、林業作業の請け負いや受
　託している山林は含みません。

912

まかされている山林面積
(ha） (a）
(町） (反） (畝）

２　保有山林以外で、一連の作業（管理を含む）を一
　括して他からまかされている山林面積を記入して
　ください。
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2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

【１】経営体の概要 （削除）

2015年農林業センサス調査票（案） 2010年農林業センサス調査票 変更内容

　当該経営が家族による経営で
あるか否かについては、調査対
象の判定項目として調査客体候
補名簿上で把握することとした
ため削除。
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2015年農林業センサス　農林業経営体調査　調査項目の変更点（案）

【２】世帯 （削除）

　１世帯で複数の経営をしてい
る場合、従来は経営ごとに調査
票を分けて把握していたが、調
査対象者の負担軽減に鑑み、便
宜的に１枚の調査票で当該経営
全体を把握するよう変更したた
め、１世帯で複数の経営を行っ
ている場合の「経営主」及び
「経営の後継者」については削
除。

2015年農林業センサス調査票（案） 2010年農林業センサス調査票 変更内容
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